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３年間 ⇒ ５年間（一旦帰国後，最大２年間の実習） 

⑤政府（当局）間の取決めがない 
  保証金を徴収している等の不適正な

送出し機関の存在 

① 監理団体については許可制，実習実施者については届出制とし，
技能実習計画は個々に認定制とする。 

 

② 新たな外国人技能実習機構（認可法人）を創設し，監理団体等に
報告を求め，実地に検査する等の業務を実施。 

 

③ 通報・申告窓口を整備。人権侵害行為等に対する罰則等を整備。
実習先変更支援を充実。 

 

④ 業所管省庁，都道府県等に対し，各種業法等に基づく協力要請等
を実施。これらの関係行政機関から成る「地域協議会」を設置し，
指導監督・連携体制を構築。 

見直し後 旧制度 

開発途上地域等の経済発展を担う「人づくり」に協力するという制度趣旨を徹底するため， 
管理監督体制を強化するとともに，技能実習生の保護等を図る。 

技能実習制度の見直しの内容について 

※優良な監理団体等とは，法令違反がないことはもとより，技能評価試験の合格率，指導・相談体制等について，一定の要件を満たした監理団体及び実習実施者をいう。 

①監理団体や実習実施者の義務・責任
が不明確であり，実習体制が不十分 

 

②民間機関である(公財)国際研修協力
機構が法的権限がないまま巡回指導 

 

③実習生の保護体制が不十分 
 
 

④業所管省庁等の指導監督や連携体制
が不十分 

⑤ 実習生の送出しを希望する国との間で政府（当局）間取決めを順
次作成することを通じ，相手国政府（当局）と協力して不適正な送
出し機関の排除を目指す。 

①優良な監理団体等への実習期間の延長 
 
 

②優良な監理団体等における受入れ人数
枠の拡大 

 

③対象職種の拡大 

常勤従業員数に応じた人数枠を倍増（最大５％まで ⇒ 最大１０％まで等） 
 
 

地域限定の職種・企業独自の職種（社内検定の活用）・複数職種の実習の措置 
職種の随時追加 

優良な監理団体等に対する拡充策のポイント 
（注）枠内下線部分は法律で規定 

（法務省・厚生労働省共管） 


